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補償枠組みは、企業がFSCとの関係修復を図る
ための要件である。これは、以前にFSCから関
係断絶された企業が当該枠組みを利用すること
を意味する。

インドネシアでは、FSCから関係断絶された企
業が4社存在した。

現在、APPとAPRILはFSCと補償枠組みの実施
について協議中であるが、いずれの企業も複雑
な企業構造を有し、インドネシア国内で複数の
陸上事業セクターに事業を展開している。

1. グループ子会社の定義とサプライチェーン



APP社と関係を持つコンセッションのリスト
（2018年のレポート「Removing the Corporate Mask」に基づく）



注：本スライドの情報は、2018年5月に発表され
たレポート「Removing the Corporate Mask」の
内容に基づいているため、現在の所有構造とは
異なる可能性があります。



シンガポールに拠点を置く鉱山会社で
あるGolden Energy and Resources

社と、南カリマンタン州で265,095ヘク
タールの土地を管理する産業植林企
業であるHutan Rindang Banua社は、
シナール・マス・グループとの関係性に
ついて触れられたことはない。

注：本スライドの情報は、2018年5月に発表され
たレポート「Removing the Corporate Mask」の
内容に基づいているため、現在の所有構造とは
異なる可能性があります。



注：本スライドの情報は、2018年5月に発表され
たレポート「Removing the Corporate Mask」の
内容に基づいているため、現在の所有構造とは
異なる可能性があります。



シナール・マス・グループ傘
下の「独立系サプライヤ
ー」とされる企業で働く8人
のうち7人に法的に所有さ
れていたが、同グループの
管理または所有下にある
と思われる。

注：本スライドの情報は、2018年5月に発表され
たレポート「Removing the Corporate Mask」の
内容に基づいているため、現在の所有構造とは
異なる可能性があります。



北カリマンタン州のチップ工場
Chipdeco Inti Utama社と、東カリマン
タン州のチップ工場Sarana Bina 

Semesta Alam社は、シナール・マス・
グループとの関係性に触れられていな
い。

注：本スライドの情報は、2018年5月に発表され
たレポート「Removing the Corporate Mask」の
内容に基づいているため、現在の所有構造とは
異なる可能性があります。



「新規サプライヤー案」として名前が上
がっていたBanua Megatama Jaya社
は、実際には提案された段階でシナー
ル・マス・グループと繋がっていた。

注：本スライドの情報は、2018年5月に発表され
たレポート「Removing the Corporate Mask」の
内容に基づいているため、現在の所有構造とは
異なる可能性があります。



注：本スライドの情報は、2018年5月に発表
されたレポート「Removing the Corporate 

Mask」の内容に基づいているため、現在の
所有構造とは異なる可能性があります。

企業構造に関する詳細
な分析によれば、独立
系サプライヤーとされ
る企業はすべてシナー
ル・マス・グループの
管理下にあることが指
摘されている。税金や
金融規制へのコンプラ
イアンスへの疑問が浮
上する。



補償プロセスには、大きく「環境面」と「社会面」
の二つの論点がある。環境面での補償は現在ま
でに森林破壊に焦点が当てられている。

しかし、企業グループによる森林破壊の程度を
定義するための明確な手法が確立されていない。

そして、ゾウなどの絶滅危惧種への被害をどの
ように補償するのかについてもまだ議論がなさ
れていない。

2. どのように補償を定
義するか



コンセッション事業者によるゾウの絶滅と個体数の減少

スマトラゾウは絶滅の危機に瀕している。36年間にわたり、ゾ
ウの個体数は70％まで縮小し、生息地の50％が失われた。 スマトラゾウの生息地の半数は、現在も伐採・鉱

山・プランテーションの事業地内に存在している。紙
パルプ企業は最大の侵入者であり、ゾウに残され
た森林を徐々に奪っている。インドネシアで減少を続けるゾウ

ゾウの生息地に侵入するコンセッション事業者



APP社とAPRIL社による紛争解決は進捗がみられず

2023年以降、APP社とAPRIL社は持続可能性に関する主張と実際の取り組みとのギ
ャップが続く中、高まる紛争に直面してきた。森林破壊や泥炭地の破壊、地域コミュニ
ティへの影響に対する懸念は、NGOや政府、国外のバイヤーからの引き続き厳しい監
視の対象となっている。しかし、社会面での補償の定義は緻密さに欠けている。



提言

補償に向けた協議と実施に対する徹
底したモニタリングとエンゲージメント



ご清聴ありがとうございました
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